
（平成２２年１２月２２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

国民年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 7 件

年金記録確認岐阜地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



岐阜国民年金 事案 883 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40年４月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 女 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ： 昭和 16年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 41年３月まで 

    昭和 42 年に夫が病気になり国民健康保険証が無いことに気付き、市役所

で国民健康保険の加入手続をした。その際、「年金が掛けてありません。２

年間は遡ることができます。」と説明を受けたため、自分たち夫婦と義妹の

国民年金の加入手続をし、２～３日後にＡ市役所か銀行で一括納付した。申

立期間が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と短期間である上、申立人は、申立期間を除く国民年金

加入期間について、国民年金保険料は全て納付済みとなっている。 

また、申立人夫婦及び夫の妹の国民年金手帳記号番号は、昭和 42 年４月頃

に連番で払い出されており、41年４月から 42年６月までの保険料が同年４月

28日に一括納付されたことが確認できることから、申立期間の 12か月のみ納

付しないとは考え難い上、その時点では、申立期間は過年度納付することが可

能である。 

さらに、Ａ市役所に国民健康保険の資格取得日の取扱いについて照会したと

ころ、「申立人の国民健康保険の資格取得日は、昭和 41年 10月１日であるが、

加入手続の際、被保険者の実情を考慮の上、資格取得日を遡る場合がある。」

との回答が得られた。これらのことから、申立人の主張に不自然さは認められ

ず、基本的に信用できる。 

加えて、申立人夫婦は、国民年金の加入手続以降、納付日が確認できる期間

を全て同じ日、同じ場所で期限内に納付している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

    



岐阜国民年金 事案 884 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 40年５月から 41年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ： 昭和 14年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 41年３月まで 

    昭和 42 年に病気になり国民健康保険証が無いことに気付き、市役所で国

民健康保険の加入手続をした。その際、「年金が掛けてありません。２年間

は遡ることができます。」と説明を受けたため、自分たち夫婦と妹の国民年

金の加入手続をし、２～３日後にＡ市役所か銀行で一括納付した。申立期間

が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と短期間である上、申立人は、申立期間を除く国民年金

加入期間について、国民年金保険料は全て納付済みとなっている。 

また、申立人夫婦及び申立人の妹の国民年金手帳記号番号は、昭和 42 年４

月頃に連番で払い出されており、41年４月から 42年６月までの保険料が同年

４月 28日に一括納付されたことが確認できることから、申立期間の 12か月の

み納付しないとは考え難い上、その時点では、申立期間は過年度納付すること

が可能である。 

さらに、Ａ市役所へ、国民健康保険の資格取得日の取扱いについて照会した

ところ、「申立人の国民健康保険の資格取得日は、昭和 41年 10月１日である

が、加入手続の際、被保険者の実情を考慮の上、資格取得日を遡る場合がある。」

との回答が得られた。これらのことから、申立人の主張に不自然さは認められ

ず、基本的に信用できる。 

加えて、申立人夫婦は、国民年金の加入手続以降、納付日が確認できる期間

を全て同じ日、同じ場所で期限内に納付している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

しかしながら、申立人は、申立期間のうち昭和 40 年４月については、厚生

年金保険の被保険者期間であるため、国民年金の被保険者となり得る期間では

ないことは明らかであることから、この期間の記録訂正を行うことはできない。 



岐阜国民年金 事案 885 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年４月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 26年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から 61年３月まで 

    昭和 58 年３月に退職後、Ａ市役所で国民年金の加入手続をした。保険料

は毎月納付した記憶が無いため、まとめて納付したのか銀行振込にしたのか、

定かでない。その後、サラリーマンの主婦は納付しなくてもよくなり、自分

で手続をしたので、申立期間が未加入とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金第３号被保険者の処理が行われ

た昭和 61年 11月に払い出されていることから、申立期間は未加入期間と考え

られ、申立人に対してＡ市役所による保険料の徴収は行われなかったものと推

認できる。 

また、申立人は加入手続の際に、現在所持している年金手帳をＡ市役所に持

参したとしているが、当該年金手帳の国民年金の資格取得日は昭和 61 年４月

１日と記載されており、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人は国民年金保険料の納付に直接関与していない上、保険料の

納付を行ったとするその夫は既に死亡していることから、保険料の納付状況等

が不明である。 

加えて、申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人の国民年金保険料の納付

を裏付ける関係人の証言も得られないことから、申立人が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。    



岐阜国民年金 事案 886 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年４月から 50年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 50年９月まで 

昭和 50年 10月に離婚をした頃に、母親から国民年金保険料を納付するよ

うに保険料を渡され、Ａ町役場で手続をし、まとめて納付した。申立期間が

未加入とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無い上、申立人から聴取しても、申立期間当時の記憶が

曖昧であり、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況等が不明である。 

また、申立人は、昭和 50年 10月に離婚をした頃に、母親から国民年金保険

料を納付するように保険料を渡され、Ａ町役場で手続をし、まとめて納付した

と述べているところ、申立人は、48年３月 29日から 51年２月 15日までの間、

Ｂ市Ｃ区に住民登録をしており、Ａ町で国民年金に加入することはできない上、

Ｂ市において国民年金の加入手続を行った形跡は見受けられないことから、申

立期間の国民年金保険料を納付することはできなかったものと推認される。 

さらに、国民年金保険料納付状況について、関係人の証言も得られないこと

から、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを推認できない

ほか、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 

 



岐阜厚生年金 事案 1442 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年８月 26日から 47年３月 16日まで  

私は、申立期間にＡ社に勤務していた。勤務期間中に同社が倒産し、別会

社のＢ社が従業員も含め、全てを引き受けたが、同社に勤務していた期間の

厚生年金保険の記録はあるのに、Ａ社に勤務していた申立期間の加入記録が

無い。 

申立期間にＡ社から支給された給与から厚生年金保険料が天引きされて

いた記憶があるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の全てにおいてＡ社に勤務していたと申し立てているが、

Ｂ社から提出された「労働者名簿」によると、申立人が昭和 46 年７月１日に

雇い入れられた記録が確認できる。また、Ａ社の複数の同僚、元役員の証言か

ら、期間の特定はできないものの、申立人が、両社で勤務していたことが推認

できる。 

しかしながら、Ａ社は既に廃業しており、当時の資料は残されていないこと

から、申立期間において申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたこ

とを確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の氏

名は無く、健康保険整理番号は連番となっており、欠番は見当たらない。 

さらに、Ａ社は昭和 46年５月 13日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ており、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは同年７月１日であるこ

とから、同年５月 13 日から同年７月１日までは、両社は適用事業所ではない

ことが確認できる。 

加えて、Ｂ社から提出された「各保険番号個人別名簿」には、Ａ社から継続

勤務している同僚の厚生年金保険の被保険者資格取得日は昭和 46 年７月１日

と記載されているのに対し、申立人は 47年３月 16日と記載されている上、上

記の同僚及び申立人の上記名簿の記載内容は、オンライン記録及び雇用保険の



加入記録と一致していることが確認できる。 

また、申立人は、「月２回給与の支払があった。」と供述しているところ、Ａ

社及びＢ社で勤務していた複数の同僚は、「給与は月１回の支払だった。」と供

述していることから、申立期間において、申立人の労働条件が他の同僚と異

なっていたことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

    



岐阜厚生年金 事案 1443 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所  ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年 11月 10日から 42年３月 21日まで 

             ② 昭和 42年９月９日から 43年 12月 31日まで 

    Ａ社を辞めた時はＢ社会保険事務所（当時）から実家へ証書が送られてき

たので、一時金をもらった覚えがある。 

Ｃ社を辞めた時はＤ市の親戚の家で世話になっていたが、次の仕事に就い

てからも何も連絡は無く、脱退手当金を受領した記憶も無いので、申立期間

の脱退手当金支給済記録を取り消し、厚生年金保険対象期間として認めてほ

しい。   

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、社会保険事務所（当時）には、脱退手当金裁定請求書及

び裁定伺が保管されており、当該請求書に申立人の署名、押印があり、申立人

が当時世話になっていたとされる申立人の兄の住所が記載されている上、払渡

希望の銀行名又は郵便局名は、申立人の当時の住所地の最寄り郵便局であった

ことが確認できることから、申立人の意思に基づき脱退手当金が請求されたも

のと考えられる。 

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失

日から約２か月後の昭和 44 年３月７日に支給決定されていることなど、一連

の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、脱退手

当金を受給していないものと認めることはできない。 

    



岐阜厚生年金 事案 1444 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年 11月１日から 36年１月４日まで 

    Ａ社Ｂ支店（現在は、Ｃ社Ｄ支店）の資格喪失日が昭和 35年 11月１日、

Ｅ社（会社再編により、現在は、Ｃ社）の資格取得日が 36年１月４日となっ

ており、申立期間において厚生年金保険の被保険者となっていないが、転籍

の身であり休職したことも無いので、空白になっているのは納得できない。 

50 年余りも前のことで当時の給与明細等の資料も持っていないが、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、Ａ社Ｂ支店からグループ会社であるＥ社に転

籍したと主張している。 

しかしながら、申立人は上記の転籍の理由として、Ｅ社がＦ地域等への転勤

が無いことなどから、自己都合で転籍したと述べているところ、Ｃ社は、「当

時のＥ社はＧ社のグループ会社ではなかった。」と回答しており、ほかにＥ社

がＧ社のグループ会社であったことを裏付ける資料を得ることができないこ

とから、申立人が転籍したことを確認することができない。 

また、Ａ社Ｂ支店及びＥ社に勤務していた複数の同僚は、申立人が両社に勤

務していた具体的な時期については記憶していないことから、申立人の申立期

間における勤務実態及び保険料の控除について供述を得ることができない。 

さらに、Ｃ社は、「平成６年分退職所得の源泉徴収票によると、申立人は、

昭和 36年６月 1日から平成６年９月 30日まで正社員として勤務していたこと

は確認できる。」と回答しているところ、ほかに申立人の申立期間における勤

務実態及び保険料控除について確認できる資料は無い。 

加えて、Ａ社Ｂ支店及びＥ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によ

ると、申立人に係る両社の厚生年金手帳番号が異なっていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 1445 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年 12月 28日から 60年 12月 28日まで 

昭和 53年 12月 28日から 60年 12月 28日まで日本のＡ社に籍を置いたま

ま、同社の子会社であるＢ国現地法人のＣ社に赴任した。赴任中は食費とし

て毎月 200ドルが支給されたほか、ガソリン代の実費支給、アパートの提供

があった。しかし、この食費、通勤費及び住居費が報酬月額に含まれていな

いので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人はＢ国赴任中に現地で受けた食費やガソリン代等が報酬月額に含ま

れていないと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は、「海外赴任者に係る給与は現地法人と国内事業所の

両方から支給し、国内事業所から支給した給与のみを社会保険事務所（当時）

へ報酬月額として届けていた。」と回答している。 

また、Ａ社は、申立期間に係る給与支払額等を確認できる資料等は保存して

いないとしながらも、Ｄ厚生年金基金の解散により移管を受けた企業年金連合

会が保存している申立人に係る標準給与月額の記録は、オンラインの標準報酬

月額の記録と一致していることから、同社は、社会保険事務所に記録どおりの

届出を行ったものと推認できる。 

さらに、日本年金機構は、海外現地法人に勤務している者の報酬については、

国内の適用事業所から支給される報酬のみをもって標準報酬を決定すると回

答している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 1446 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年４月１日から 33年６月１日まで 

    昭和 31年４月から 33年５月までＡ社（現在は、Ｂ社）に勤務し、最初の

１年間はトラックの助手として、その後、Ｃ社Ｄ工場内で製造工程のライン

で働いたが、厚生年金保険の加入記録が無い。働き始めて最初に厚生年金保

険料を給与から控除されていたことをはっきり記憶しており、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 31 年４月からＡ社に勤務していたと主張しているが、申立

期間に厚生年金保険の被保険者期間がある複数の同僚は、申立人を記憶してい

ない上、申立人が記憶している複数の同僚は、同社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿に名前が見当たらない。 

また、申立人が、入社時に面接を担当したと記憶する同僚は、昭和 31 年７

月 25 日までの期間は、別の事業所で厚生年金保険の被保険者期間があり、Ａ

社においては、32年 10月１日に資格取得していることが確認できる。 

さらに、複数の同僚は、「入社時期と厚生年金保険の加入時期が相違してお

り、Ａ社では入社後すぐに厚生年金保険に加入していなかった。」旨の供述を

している。 

加えて、Ｂ社の事業主は、「申立人の勤務実態や厚生年金保険料の控除につ

いては不明である。」と回答しており、申立人の申立期間における厚生年金保

険料の控除について確認することができない。 

なお、Ｃ社Ｄ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立

期間において、申立人及び申立人が同社同工場で一緒に勤務していたと記憶す

る同僚の名前を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主



により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

    



岐阜厚生年金 事案 1447 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正６年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 27年４月１日から 38年２月１日まで 

    昭和 26 年＊月に三女が生まれ、知人の紹介でＡ社に入社した。私の紹介

で入社した同僚には 32 年から厚生年金保険の記録があるが、私の加入記録

は、38年２月１日からになっている。長男が小学校に入学した 28年４月に

は間違いなく同社に勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言から、期間の特定はできないものの、申立人は、Ａ社に勤務して

いたことは推認できる。 

しかしながら、当時の同僚からは、申立人の申立期間に係るＡ社における勤

務実態及び厚生年金保険料の控除についての証言を得ることはできなかった。 

また、申立人は、「当初はＢ社に勤務し、その後Ａ社に移った。」と供述して

いるが、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人及び一緒

に勤務した同僚の氏名は見当たらない上、申立人の雇用保険の記録は昭和 38

年２月１日にＡ社において資格取得とされており、厚生年金保険の記録と一致

している。 

さらに、申立人は、国民年金制度が発足した昭和 35年 10月１日から 38年

２月１日まで国民年金に加入し、36年４月から 38年１月までの保険料を納付

している。 

加えて、Ａ社は既に廃業しており、当時の事業主も死亡していることから、

申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができな

い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

    



岐阜厚生年金 事案 1448（事案 860の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所  ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年６月１日から 26年 12月 30日まで 

    当時、厚生年金のことも脱退手当金があることも知らなかった。結婚のた

めの退職で、１か月後には農家へ嫁ぎ、朝早くから夕方遅くまで働き、忙し

くてどこへも行けなかった。脱退手当金があることも知らない者が受け取る

はずが無いのに、脱退手当金として支給されていることに納得できない。脱

退手当金支給済記録を取り消し、厚生年金保険対象期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）厚生年金保険被保険者台帳には脱退

手当金が支給されたことが記載されているとともに、支給額に計算上の誤りは

無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえないこと、ⅱ）申立人の脱退

手当金が支給決定された時期は通算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生

年金保険被保険者期間が無ければ年金は受給できなかったのであるから、申立

期間の事業所を退職後、昭和 52 年１月まで厚生年金保険の加入歴が無い申立

人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえないこと等から、既に当

委員会の決定に基づく平成22年７月15日付けで年金記録の訂正は必要でない

とする通知が行われている。 

今回、申立人から新たに脱退手当金を受給していないことを示す資料の提出

は無く、脱退手当金を受け取った覚えは無いとして再調査を求めているが、こ

れは委員会の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに委員会

の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 


